
江差町民野球場広告掲出募集要領 

 

１．趣 旨 

  この要領は、江差町民野球場（以下「野球場」という。）のグラウンド内ラバーフェン

スに掲出する広告の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．施設の概要 

 (1) 名 称  江差町民野球場 

 (2) 所 在 地  江差町字砂川 225番地先 

 (3) 野球場規格  両翼 98ｍ、中堅 122ｍ、面積 13,457.8㎡ 

           内野：グラウンド用黒土、外野：天然芝、照明柱：８基 

 (4) 観客収容人数  最大 3,030人 

 (5) 利 用 者 数   

（観客は除く）   

 

 

３．広告の掲出を募集する区画 

 (1) 内野側のファウルグラウンドに面したフェンス 

   ５区画（一塁側３区画・三塁側２区画） 

   区画番号 一塁側 １・Ａ・Ｂ   三塁側 Ｃ・Ｄ  合計 ５区画 

 

４．広告掲出料 

  １区画につき年額 ２４，０００円 （一律） 

  ※ただし、年度途中の掲出で１年に満たないときは、月割りをもって計算し、１月未

満の端数があるときは、１月として計算する。 

 

５．広告掲出の許可基準 

 (1) １区画の大きさ（全区画共通） 縦 100cm×横 800cmとする。 

 (2) 広告の内容は、商標、キャッチフレーズ、企業名または商品名等を掲出するものと

する。 

 (3) 広告は、指定された区画（青色ラバーフェンス）に白色カッティングシートを直接

貼りつけることとする。 

 (4) 野球場が公共施設であることに十分留意し、広告の内容は江差町民野球場広告掲出

取扱要綱（以下「要綱」という。）第３条の規定に基づく。 

 

６．留意事項 

(1) 広告の掲出は、原則として１事業者等１区画とする。ただし、掲出希望者が募集枠

に満たないときに限り、複数掲出を認めるものとする。 

 (2) 新たに広告を掲出できる区画は、掲出開始日において広告の掲出のない区画または

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

利用件数 132件 210件 213件 

利用人数 4,618人 5,156人 4,451人 



撤去が見込まれる区画とする。 

 (3) 広告の掲出期間は年度単位とし、既設者で希望する者は、申請により引き続き掲出

することができる。ただし、広告掲出年度以降において、新規掲出希望者が多い場合

は、複数掲出者の区画を１区画に制限する場合がある。 

  ※年度単位とは、４月１日から翌年３月３１日までのことをいう。また、年度途中か

ら広告を掲出した場合は、許可した日から年度末（３月３１日）までを広告掲出期

間とする。 

 (4) 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。また、広告の掲出、補修、

原状回復等に係る経費は広告主の負担とする。 

 (5) 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、要綱の規定によって行

った許可決定を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行 

為の中止、原状回復等を命ずることができる。 

   この場合、広告主が損害を受けることがあっても、教育委員会はその賠償の責を負

わない。 

① 要綱の規定に違反しているもの 

② 要綱の規定による決定に付した条件に違反しているもの 

③ 虚偽、その他不正な手段により広告掲出の決定を受けたとき 

 

７．広告掲出の申請手続き等 

 (1) 広告の掲出を希望する者は、要綱第７条の規定に基づき、申請書類（別記様式１）

を教育委員会社会教育課に郵送または持参により提出する。 

(2) 申請書類受理後、広告の掲出の可否については、江差町で設置する広告選定委員会

で決定する。なお、広告掲出区画については、教育委員会の厳正なる抽選により決定す

るものとする。 

(3) 広告掲出の可否及び掲出区画を決定したときは、教育委員会からその結果を通知す

るものとする。 

(4) 広告掲出者が、掲出期間の更新を希望するときは、掲出期間満了日の１カ月前まで

に申請書（別記様式４）を教育長に提出しなければならない。 

 

８．申請書の提出について 

 (1) 提 出 先  江差町教育委員会社会教育課社会教育係 

         〒043-8560 江差町字中歌町 193-1 

         TEL 52-1047   FAX 52-0234 

 (2) 受付期間  平成３０年３月５日～平成３０年３月２０日 

         ※以降、掲出希望者が募集枠に満たない場合は随時募集 

 

 


